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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

○ 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、地域の
助け合い、普及啓発（教育など）が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があり、同システムは地域共生社会の
実現に向かっていく上では欠かせないものである。

○ このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、
精神障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場を通じて、精神科医療機関、
その他の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

安心して自分らしく暮らすために･･･

社会参加、地域の助け合い、普及啓発

住まい

企業、ピアサポート活動、自治会、ボランティア、NPO等

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、保健所

バックアップ

バックアップ

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）

・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

病気になったら･･･

医療

お困りごとはなんでも相談･･･

様々な相談窓口

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイ・ケア、精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障害福祉・介護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等

■介護予防サービス

■地域生活支援拠点等

（障害福祉サービス等）
■在宅系：
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所 ・就労継続支援
・自立訓練
・自立生活援助 等

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

バックアップ

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等

■施設・居住系サービス
・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

日常生活圏域

市町村

障害保健福祉圏域

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムは、精神障害を有する方等の日常生活圏域
を基本として、市町村などの基礎自治体を基
盤として進める

※ 市町村の規模や資源によって支援にばらつ
きが生じることがないよう、精神保健福祉セン
ター及び保健所は市町村と協働する

通所・入所通院・入院

圏域の考え方

訪問

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

訪問

・基幹相談支援センター（障害）

・地域包括支援センター（高齢）

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

訪問相談にも対応します。

■相談系：
・計画相談支援
・地域相談支援
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・市町村（精神保健・福祉一般相談）



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第104号）の概要 （令和4年12月10日成立、同月16日公布）

施行期日
令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

改正の概要
１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】
① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域
生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。

③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの
者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】
① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法
を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】
① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、
医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」
を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道
府県等に通報する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】
① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の
連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

 障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】
① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等 

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改正の趣旨
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１．地域生活支援拠点等の経緯

2



＜平成２４年４月１８日 衆議院厚生労働委員会＞
 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする
    観点から、窓口は市町村を基本としつつ、市町村及び都道府県の必須事業については、
    支援が抜け落ちることなく、適切な役割分担がなされるようそれぞれの行う事業を具体的
    に定めること。

二 意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村の居住
    者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を行う
    市町村等への必要な支援を行うこと。

三 障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域
生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。

四 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
    さらに推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等
    を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。

五 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、
法整備も含め早急に検討し確立すること。

六 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した
サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、
早急に検討を行うこと。

七 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と
併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。

八 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労をさらに促進するため、
就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について
検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた
厳正な指導を引き続き行うこと。

九 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、
社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方
自治体に対し周知する等の措置を講ずること。

十 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検
討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時
間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援
の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための
関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

＜平成２４年６月１９日 参議院厚生労働委員会＞
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする
観点から、窓口は市町村を基本としつつ、適切な役割分担がなされるよう市町村及び
都道府県の行う事業を具体的に定めるなど、地域生活支援事業について、市町村及び
都道府県に対し、必要なサービスが十分に提供されるための支援を行うこと。

       また、意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村
の居住者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を
行う市町村等への必要な支援を行うこと。

二 障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域
   生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。

三 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等

    を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。

四 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、
法整備も含め早急に検討し確立すること。

五 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した
    サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、
    早急に検討を行うこと。

六 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と
   併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。

七 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労を更に促進するため、
就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について
検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた
厳正な指導を引き続き行うこと。

八 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、
社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方

    自治体に対し周知する等の措置を講ずること。

九 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検
討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時
間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援
の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。

十 障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、
障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声
を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。

3



障害者の地域生活の推進に関する検討会 構成員

飯 塚 壽 美 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事

石 橋 吉 章 一般社団法人
全国肢体不自由児者父母の会連合会理事

市 川 宏 伸 一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長

岩 上 洋 一 特定非営利活動法人じりつ代表理事

江 原 良 貴 公益社団法人
日本精神科病院協会地域移行推進委員会委員長

○大 塚 晃 上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授

大 友 愛 美 特定非営利活動法人ノーマライゼーション
サポートセンターこころりんく東川副理事長

大 濱 眞 社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長

尾 上 浩 二 特定非営利活動法人
ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議事務局長

片 桐 公 彦 特定非営利活動法人
全国地域生活支援ネットワーク事務局長

◎佐 藤 進 埼玉県立大学名誉教授

篠 崎 正 義 相模原市健康福祉局長

白 江 浩 社会福祉法人全国社会福祉協議会
全国身体障害者施設協議会副会長

田 中 正 博 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事

野 沢 和 弘 毎日新聞論説委員

福 岡 寿 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会副代表

松 上 利 男 社会福祉法人北摂杉の子会常務理事

光 増 昌 久 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会代表

山崎千恵美 公益財団法人日本知的障害者福祉協会理事

◎：座長 ○：座長代理

（五十音順、敬称略）

（平成25年７月26日～10月４日（計７回））
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地域における居住支援に関するニーズについて

○ 関係団体からのヒアリングにおいては、障害者の地域生活を支えるために必要な支援・資源について様々な意

見が出された。これらを整理すると、おおむね以下のようなニーズが挙げられるのではないか。

○ 地域での暮らしの安心感の担保

○ 親元からの自立を希望する者に対する支援

○ 施設・病院等からの退所・退院等、地域移行の推進

○ 医療的ケア、行動障害支援等、専門的な対応を必要とする者への支援

○ 医療との連携等、地域資源の活用

○ 夜間も利用可能なサービス、緊急対応体制

○ 障害特性に応じた施設整備

ヒアリングにおいて挙げられたニーズ

障害者の地域生活の推進に関する検討会

第５回（H25.09.11）資料
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地域における居住支援に求められる機能について

○ これらのニーズから、どのような機能が求められているのかという点について検討すると、おおむね以下のように

分類できるのではないか。

○ 相談 （地域移行、親元からの自立）

○ 体験の機会・場 （一人暮らし、グループホーム等）

○ 緊急時の受け入れ・対応 （ショートステイの利便性・対応力向上等）

○ 専門性 （人材の確保・養成、連携）

○ 地域の体制づくり （サービス拠点、コーディネイターの配置等）

求められる機能

・ 障害者の地域生活の支援については、障害福祉計画等に基づき取組を進めているところ。

・ 今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、上記のような機能をさらに強化していく必

要がある。

・ その際、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの独立等、生活環境が変化する

節目を見据えた中長期的視点に立った継続した支援が必要である。

障害者の地域生活の推進に関する検討会

第５回（H25.09.11）資料
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫

により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

地域生活支援拠点等の整備について

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け
入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情

に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

地域生活支援拠点等の整備について

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

体験の機会・場

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム
障害者支援施設
宿泊型自立訓練

基幹相談支援センター
等

専門性 地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設
宿泊型自立訓練

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

市町村（圏域）

① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握

都道府県

バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催
・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介
・ 現状や課題等を把握、共有

※令和４年４月１日時点 １０４８市区町村（６０％）で整備済み（全国１７４１市区町村）
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パターン①：居住支援のための機能を一つの拠点に集約し、地域の障害者を支援。

地域生活支援拠点等の整備例①（多機能拠点整備型）

障害者支援施設

グループホーム

等
基幹相談支援センター

・コーディネート事業（地域生活
支援事業） 等

地域の体制づくり

一人暮らし

グループホーム

・計画相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援 等

相談

・福祉職員に対する各種研修の実施
（地域生活支援事業 等）

・喀痰吸引等研修の実地研修等の場の
提供（セーフティネット支援対策等事業）
等

専門性

親との同居

一人暮らし 親との同居

市町村 等

・緊急短期入所体制確保加算及
び緊急短期入所受入加算（短期
入所）
・居室確保事業（地域生活支援事
業） 等

緊急時の受け入れ

グループホーム

親との同居

・緊急通報
・緊急宿泊
・体験利用

・緊急訪問
・相談支援

・体験的な利用の評価（共同生活援助）
・障害福祉サービスの体験利用加算（日
中系サービス、地域移行支援）
・体験宿泊加算（地域移行支援） 等

体験の機会・場

一人暮らし

11



パターン②：地域において、居住支援のための機能を持つ事業所が連携し、地域の障害者を支援。

地域生活支援拠点等の整備例②（面的整備型）

障害者支援施設

短期入所

基幹相談支援センター・体験的な利用の評価（共同生活援助）
・障害福祉サービスの体験利用加算（日
中系サービス、地域移行支援）
・体験宿泊加算（地域移行支援） 等

体験の機会・場

・計画相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援 等

相談

・福祉職員に対する各種研修の実施
（地域生活支援事業 等）

・喀痰吸引等研修の実地研修等の場の
提供（セーフティネット支援対策等事業）
等

専門性

・緊急短期入所体制確保加算及
び緊急短期入所受入加算（短期
入所）

・居室確保事業（地域生活支援事
業） 等

緊急時の受け入れ

・コーディネート事業（地域生活
支援事業） 等

地域の体制づくり

障害福祉サービス事業所
グループホーム

一人暮らし

親との同居

親との同居

一人暮らし

市町村
連携

・緊急通報
・緊急宿泊
・体験利用一人暮らし

調整等
調整等
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〇 第５期障害福祉計画の基本指針においては、現在、地域生活支援拠点等の整備が必ずしも進んでいない状況に鑑み、まずは現行の成果
目標を維持することとしてはどうか。

〇 その上で、平成30年度以降の更なる整備促進を図るため、今後、以下のような取組を実施することとしてはどうか。
□ 基本指針（第三 障害福祉計画の作成に関する事項）を見直し、以下のような視点を盛り込む。
① 各地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき地域生活支援拠点等の整備方針を検討するため、協議会（障害者総合支援法第89
条の３に規定する協議会をいう。）等を十分に活用すること。
② 整備方針を踏まえ、地域生活支援拠点等を障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、運営する上での課題を共有し、
関係者への研修を行い、拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化すること。
③ 整備方針や必要な機能が各地域の実情に適しているか、あるいは課題に対応できるかについて、中長期的に必要な機能を見直し、強化を図る
ため、十分に検討・検証すること。

□ 地域生活支援拠点等の意義の徹底や、運営方法等について記載した通知を改めて発出。（⇒平成29年７月７日発出）
□ 地域生活支援拠点等の整備の状況を踏まえた好事例（優良事例）集の作成、周知。（⇒平成30年９月３日周知）

【成果目標（案）】 平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。

○ 地域には、障害児者を支える様々な資源が存在し、これまでも各地域の障害福祉計画に基づき整備が進められているところであるが、そ
れらの間の有機的な結びつきが必ずしも十分でないことから、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に
向き合い、地域で障害児者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制とし
て、地域生活支援拠点等の積極的な整備を推進していくことが必要。

〇 地域生活支援拠点等については、第４期障害福祉計画の基本指針において、成果目標として、平成29年度末までに各市町村又は各圏
域に少なくとも一つを整備することを基本。

〇 この間、各市町村等における拠点等の整備の取組を進めるため、「地域生活支援拠点等の整備推進モデル事業」を実施し、その報告書を
全ての自治体に周知するとともに、モデル事業の成果を踏まえた、地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等を通知。また、全国担当
者会議を開催し、モデル事業実施自治体の事例発表、意見交換等を実施。

〇 平成28年９月時点における拠点等の整備状況をみると、整備済が２０市町村、２圏域。

地域生活支援拠点等の整備に向けた取組について

13

地域生活支援拠点等の整備に関する基本的考え方等

成果目標等（案）

社保審－障害者部会

第83回（H29.1.6） 資料２－２（抜粋）【改】

当該資料Ｐ１２～Ｐ１６参照
（⇒平成２８年８月２６日厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）



① 地域生活支援拠点等の整備数について（予定含む）

② 整備類型について（予定含む）

（課題等）
※ 整備にあたって、備えるのが困難な機能として、「緊急時の受入・対応」、「専門的人材の養成・確保」が大宗を占めていた。
※ 今後の課題については、主に「地域の社会資源が不足していること、整備・運営に係る財源の確保」等があげられている。

地域生活支援拠点等の全国の整備状況について（概要）

○ 地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、平成28年９月１日時点で、２２の自治体（障害保健福祉
圏域含む）において、整備されている。（全国の自治体数・圏域数：1,741・352）

※ 障害福祉課調べ

平成28年９月１日時点 ２０市町村 ２圏域

平成28年度整備予定 ８市町村 ０圏域

平成29年度整備予定 ２５６市町村 ７９圏域

未定 ９３８市町村 ５６圏域

多機能拠点型 ４２市町村 ２圏域

面的整備型 ２３５市町村 ６９圏域

多機能拠点型＋面的整備型 ２６市町村 ４圏域

その他 ０市町村 ０圏域

未定 ９１９市町村 ６２圏域
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社保審－障害者部会
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○市町村は、特に、既存のサービス・体制のみでは対応が難しく、市町村が中心となって有機的な連携体制の構築も
含め対応が必要となる、地域における生活への移行及び継続を希望する障害者等に対して、上記の機能を整備する。

○都道府県は、管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な見地からの助言、その他の援助を行う。

【地域生活支援拠点等が担うべき機能（改正後の障害者総合支援法第77条第３項）】
① 居宅で生活する障害者等の、障害の特性に起因して生じる緊急の事態における対処や緊急の事態に備えるため

の相談に応じること、支援体制の確保のための連携や調整。緊急時における宿泊場所の一時的な提供等の受入
体制の確保

② 入所施設や病院、親元からの地域移行に向けた、一人暮らしやグループホーム等の体験利用の機会の提供や、
その為の相談や情報提供、関係機関との連携・調整等

③ 障害者の地域生活を支える専門的人材の確保・育成等

都道府県（管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な支援）

○ 協議会（個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制の整備に向けた協議の場）○ 基幹相談支援センター（地域の相談支援の中核機関）

本人・家族等の支援のネットワーク（イメージ） 市町村（整備・設置主体） ＊複数の市町村で共同設置可

○ 地域生活支援拠点等
（地域生活の緊急時対応や地域移行を

推進する機能を地域で整備）

地域移行の推進（体験の機会・場の確保等）

拠点コーディネーター

緊急時に備えた相談・緊急時の対応

障害者 日常的な生活支
援

・相談支援事業者
・サービス事業者

等

地域移行に関する支援
・医療機関からの地域移行
・入所施設からの地域移行
・親元からの自立 等

地域生活における安心の確保
地域生活への移行・継続の支援

地域生活支援拠点等の整備について

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点
等については、令和６年度から障害者総合支援法に位置付けられるとともに、その整備に関する市町村の努力義務が設けられた。
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① 市町村における地域生活支援拠点等の整備状況

② 地域生活支援拠点等の箇所数

③ 拠点コーディネーターの人数

地域生活支援拠点等の整備状況について（令和７年７月１日時点）

○ 地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、令和７年４月１日時点で、1292市町村において整備されて
いる。（全国の自治体数：1741市町村） ※令和６年４月１日時点整備状況 1270市町村

※ 障害福祉課調べ

整備済の市町村数 （ 割合 ） 未整備の市町村数 （ 割合 ）

1292市町村 （ 74.2% ） 449市町村（ 25.8% ）

コーディネーターを配置している
拠点の数

342箇所

単独整備の箇所数（ 割合 ） 共同整備の箇所数（ 割合 ）

263箇所（76.9%） 79箇所（23.1%）

単独整備の市町村数 （ 割合 ） 共同整備の市町村数 （ 割合 ）
単独・共同両方整備の市町村数 （ 割

合 ）

666 市町村 （ 51.5% ） 625市町村（ 48.4% ） 1市町村（ 0.1% ）

コーディネーターの人数（実数）

895人

うち、地域生活支援拠点等機能強化加算における
拠点コーディネーターの人数（割合 ）

うち、「地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業
（地活事業）」における拠点コーディネーターの

人数 （ 割合 ）

うち、その他の事業や自治体職員等によって配置される地域
生活支援拠点等のコーディネーターの人数（割合 ）

66人（7.4%） 134人（15%） 695人（77.7%）

整備済の拠点数（のべ数）

859箇所

単独整備の箇所数（ 割合 ） 共同整備の箇所数（ 割合 ）

699箇所（81.4%） 160箇所（18.6%）
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17

「地域生活支援拠点等の整備促進について」
 （平成29年７月７日障障発0707第1号）

総合支援法等の一部改正
（令和4年法律第104号）

令和６年４月１日施行 第77条の３

「地域生活支援拠点等の整備の推進
及び機能強化について」
（令和６年３月29日 障障発第0329第１号）

相談
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定

相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコー
ディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない
世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制
を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態
等に必要なサービスのコーディネートや相談その他
必要な支援を行う機能

一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態その
他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事
態に備えるため、地域生活障害者等、障害児（地
域生活障害者等に該当するものに限る。次号にお
いて同じ。）の保護者又は地域生活障害者等の介
護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生
活障害者等を支援するための体制の確保その他の
必要な措置について、指定障害福祉サービス事業
者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談
支援センターその他の関係機関（次号及び次項に
おいて「関係機関」という。）との連携及び調整
を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたとき
における宿泊場所の一時的な提供その他の必要な
支援を行う事業

相談

・平時から緊急事態における支援が見込めない世
帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制
を確保し、緊急事態等において、必要なサービス
の調整や相談その他必要な支援を行う機能

緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保

した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊
急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応
を行う機能

緊急時の受け入れ・対応

・短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体
制を確保した上で、緊急事態における受け入れや
医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

体験の機会・場

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共
同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮ら
しの体験の機会・場を提供する機能

二 関係機関と協力して、地域生活障害者等に対
し、地域における自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう、障害福祉サービスの利
用の体験又は居宅における自立した日常生活若し
くは社会生活の体験の機会を提供するとともに、
これに伴う地域生活障害者等、障害児の保護者又
は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に
応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて
関係機関との連携及び調整を行う事業

体験の機会・場

・障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行
や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の
障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機
会・場を提供する機能

・地域生活障害者等について、平時から緊急事態
に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会
の提供及びその体制整備

専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高

齢化に伴い重度化した 障害者に対して、専門的な
対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対
応ができる人材の養成を行う機能

三 前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健
又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人
材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地
域において安心して自立した日常生活又は社会生
活を営むために必要な事業

専門的人材の確保・養成等

・医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する
者、高齢化に伴い重度化した 障害者等に対して専
門的な対応を行うことができる体制の確保や、専
門的な対応ができる人材の養成

・その他地域の実情に応じて、創意工夫により付
加する機能

地域の体制づくり
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定

相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネー
ターを配置し、地域の様々なニーズに対応できる
サービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携
体制の構築等を行う機能 17



18

「地域生活支援拠点等の整備促進について」
 （平成29年７月７日障障発0707第1号）

総合支援法等の一部改正
（令和4年法律第104号）

令和６年４月１日施行 第77条の３

「地域生活支援拠点等の整備の推進
及び機能強化について」
（令和６年３月29日 障障発第0329第１号）

相談
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定

相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコー
ディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない
世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制
を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態
等に必要なサービスのコーディネートや相談その他
必要な支援を行う機能

一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態その
他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事
態に備えるため、地域生活障害者等、障害児（地
域生活障害者等に該当するものに限る。次号にお
いて同じ。）の保護者又は地域生活障害者等の介
護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生
活障害者等を支援するための体制の確保その他の
必要な措置について、指定障害福祉サービス事業
者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談
支援センターその他の関係機関（次号及び次項に
おいて「関係機関」という。）との連携及び調整
を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたとき
における宿泊場所の一時的な提供その他の必要な
支援を行う事業

相談

・平時から緊急事態における支援が見込めない世
帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制
を確保し、緊急事態等において、必要なサービス
の調整や相談その他必要な支援を行う機能

緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保

した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊
急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応
を行う機能

緊急時の受け入れ・対応

・短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体
制を確保した上で、緊急事態における受け入れや
医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

体験の機会・場

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共
同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮ら
しの体験の機会・場を提供する機能

二 関係機関と協力して、地域生活障害者等に対
し、地域における自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう、障害福祉サービスの利
用の体験又は居宅における自立した日常生活若し
くは社会生活の体験の機会を提供するとともに、
これに伴う地域生活障害者等、障害児の保護者又
は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に
応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて
関係機関との連携及び調整を行う事業

体験の機会・場

・障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行
や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の
障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機
会・場を提供する機能

・地域生活障害者等について、平時から緊急事態
に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会
の提供及びその体制整備

専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高

齢化に伴い重度化した 障害者に対して、専門的な
対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対
応ができる人材の養成を行う機能

三 前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健
又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人
材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地
域において安心して自立した日常生活又は社会生
活を営むために必要な事業

専門的人材の確保・養成等

・医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する
者、高齢化に伴い重度化した 障害者等に対して専
門的な対応を行うことができる体制の確保や、専
門的な対応ができる人材の養成

・その他地域の実情に応じて、創意工夫により付
加する機能

地域の体制づくり
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定

相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネー
ターを配置し、地域の様々なニーズに対応できる
サービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携
体制の構築等を行う機能 18



地域生活支援拠点等が担うべき機能

地域生活支援拠点等については、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院
からの地域移行、親元からの一人暮らし等への移行を進めるため、重度障害にも対応することができる専門性を有
し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態や地域生活障害者等の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域
生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態等（以下単に「緊急事
態」という。）や地域生活障害者等が希望する地域移行に向けた支援についての機能を担うものである。
具体的には、法第77条第３項各号に掲げる事業を適切に実施するため、以下の（１）から（４）までの機能につ

いて、地域の実情において、複数の拠点関係機関が分担して担うこととなる（共同生活援助事業所や障害者支援施
設等に付加する「多機能拠点」を整備することも可能）。

（１）相談
平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、

緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

（２）緊急時の受け入れ・対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関

への連絡等の必要な対応を行う機能

（３）体験の機会・場
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉

サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能（地域生活障害者等について、平時から緊急
事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。）

（４）専門的人材の確保・養成等
医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応

を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫
により付加する機能

地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について（令和６年３月29日障障発第0329第１号）
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① 市町村における地域生活支援拠点等の整備状況

② 地域生活支援拠点等の箇所数

③ 拠点コーディネーターの人数

地域生活支援拠点等の整備状況について（令和７年７月１日時点）

○ 地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、令和７年４月１日時点で、1292市町村において整備されて
いる。（全国の自治体数：1741市町村） ※令和６年４月１日時点整備状況 1270市町村

※ 障害福祉課調べ

整備済の市町村数 （ 割合 ） 未整備の市町村数 （ 割合 ）

1292市町村 （ 74.2% ） 449市町村（ 25.8% ）

コーディネーターを配置している
拠点の数

342箇所

単独整備の箇所数（ 割合 ） 共同整備の箇所数（ 割合 ）

263箇所（76.9%） 79箇所（23.1%）

単独整備の市町村数 （ 割合 ） 共同整備の市町村数 （ 割合 ）
単独・共同両方整備の市町村数 （ 割

合 ）

666 市町村 （ 51.5% ） 625市町村（ 48.4% ） 1市町村（ 0.1% ）

コーディネーターの人数（実数）

895人

うち、地域生活支援拠点等機能強化加算における
拠点コーディネーターの人数（割合 ）

うち、「地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業
（地活事業）」における拠点コーディネーターの

人数 （ 割合 ）

うち、その他の事業や自治体職員等によって配置される地域
生活支援拠点等のコーディネーターの人数（割合 ）

66人（7.4%） 134人（15%） 695人（77.7%）

整備済の拠点数（のべ数）

859箇所

単独整備の箇所数（ 割合 ） 共同整備の箇所数（ 割合 ）

699箇所（81.4%） 160箇所（18.6%）
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地域生活支援拠点等の整備状況（その他、円グラフ）
参考資料

21

整備済み

1292市町村

（74%）

未整備

449市町村

（26%）

令和７年７月１日までに整備済 未整備

n=1741市町村

コーディネーターを配置する地域生活支援拠点等の箇所数全国における地域支援拠点等を整備する市町村数

配置済み

342箇所

（40%）

未配置

517箇所

（60%）

コーディネーターを配置している拠点数 未配置の拠点数

地域生活支援拠点等の
箇所数（実数）

859箇所

66人

（7%）
134人

（15%）

695人

（78%）

地域生活支援拠点等機能強化加算における拠点コーディネーター

地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業（地活事業）における

拠点コーディネーター

その他の事業や自治体職員等によって配置される場合の地域生活支援拠

点等のコーディネーター

地域支援拠点等のコーディネーターの人数（人件費別）

n=895人
※コーディネーターを配置する
地域生活支援拠点等における
コーディネーターの実人数



地域生活支援拠点等の都道府県ごとの整備状況（市町村数及び割合）
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地域生活支援拠点等の人口規模ごとの整備状況（市町村数及び割合）
参考資料
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7.9%

2

5.7%
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1万人未満（551）

１～５万人未満（681）

５～10万人未満（232）

10～50万人未満（242）

50万人以上（35）

（市町村数）

令和７年７月１日までに整備済 未整備



令和５年度障害者総合福祉推進事業

市町村や都道府県における地域生活支援拠点等の整備や機能の充実に係る調査研究

地域生活支援拠点等に位置付けられている障害福祉サービス等の種類ごとの割合

PwCコンサルティング合同会社

地域生活支援拠点等に位置付けられている障害福祉サービス等の種類ごとの割合をみると、回答割合が大きい
順に、「計画相談支援」は 61.5％、「短期入所（併設型）」が 41.5％、「生活介護」が 34.4％、「就労継続支援
（B 型）」が 28.1％の自治体が位置付けているとの結果であった（図表 17）

＊ 質問紙では、各障害福祉サービス等の種類について、位置づけて
いる箇所数について尋ねている。
本集計では、箇所数の回答が当該障害福祉サービス等の種類につ

いて、１以上と回答している場合、当該自治体において、当該障害
福祉サービス等を地域生活支援拠点等と位置付けていると判断して、
カウントしている。
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地域生活支援拠点等の機能の充実

○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活
支援拠点等について、障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、
機能の充実を図る。

① 情報連携等のコーディネート機能の評価

○ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を
創設する。（別紙参照）

地域定着支援

自立生活援助

地域移行支援

指定特定・障害児相談
支援事業所

機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

拠点コーディネーター

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因
して生じた緊急事態の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。 【新設】通所系サービス 緊急時受入加算 100単位／日

② 緊急時の重度障害者の受入機能の充実

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する短期入所事業所において、医療的ケア児等の重度障
害者を受け入れた場合に加算する。 【現行】短期入所（加算）100単位／日 ＊拠点位置づけのみ 【見直し後】短期入所（加算）200単位／日 ＊連携調整者配置

③ 地域移行に向けた動機付け支援に係る評価

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられている障害者支援施設において、地域移行に向けた動機付け
支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合に加算する。
（１月に３回を限度）

【新設】施設入所支援 地域移行促進加算（Ⅱ） 60単位／日

【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位／月 ＊拠点コーディネーター1名につき100回／月を上限

（地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援）

※ 地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に従事する者を配置することを要件に加える。（訪問系サービス等）
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地域生活支援拠点等機能強化加算について

○ 地域生活支援拠点等機能強化加算（500単位/月）

① 「計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型基本報酬（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行
支援及び地域定着支援のサービスを同一の事業所で一体的に提供又は相互に連携して運営」

計画相談
支援

障害児
相談支援

地域移行
支援

地域定着
支援

自立生活
援助

＊ 地域生活支援拠点等機能強化加算において、この５つのサービスの総称を「拠点機能強化サービス」とする。

② 「かつ、市町村から地域生活支援拠点等に位置づけられた相談支援事業者等において、情報連携等を担う拠点コーディネーター
を常勤で１以上配置した場合。」

拠点機能強化
サービス

市町村が地域生活支援拠点等
として位置づけている

拠点コーディネーターが
常勤専従で配置されている

＊ 上記３点の要件を満たしている事業所を「拠点機能強化事業所」と称する。
＊ 拠点機能強化事業所は、「地域生活支援拠点等機能強化加算」を算定することができる。

③ 「拠点コーディネーターを配置した当該相談支援事業所等（拠点機能強化事業所）は、配置した拠点コーディネーター１人につ
き、合計100回／月までの算定を可能とする。」
「拠点コーディネーターの役割は、地域における連携体制の構築であり、個別給付に係る支援の実施が配置の目的ではないこと
を当該相談支援事業所等は留意。原則、個別給付に係る業務は行わない。」

拠点コーディネーターを１名配置 ･･･ 拠点機能強化事業所は、合計で月100/回地域生活支援拠点等機能強化加算を
算定することができる。

拠点コーディネーターを２名配置 ･･･ 拠点機能強化事業所は、合計で月200/回地域生活支援拠点等機能強化加算を
算定することができる。

＊ 地域生活支援拠点等機能強化加算は、拠点コーディネーターの人件費に充当することを想定している。ただし、
その他 拠点コーディネーターの旅費や通信費といった活動費等、拠点コーディネート機能にも活用でできる。

・ 障害特性に応じた高い専門性を必要とする対象者の、
生活支援のニーズに合わせて支援を提供できる体制を

   確保するため。
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（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ）

地域生活への移行に向けて、地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援を組み合わせた支援を実施
○地域移行支援 ： 障害者支援施設や病院等に入所又は入院している障害者を対象に、住居の確保その他の地域生活へ移行するための支

援を行う。【支給決定期間：６ヶ月間】
○自立生活援助 ： グループホームや障害者支援施設、病院等から退所・退院した障害者等を対象に、定期及び随時訪問、随時対応その

他自立した日常生活の実現に必要な支援を行う。【標準利用期間：１年間】
○地域定着支援 ： 居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。

【支給決定期間：１年間】

障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて

地域移行支援 自立生活援助 地域定着支援

【初期】
○計画作成
○訪問相談、
情報提供

【中期】
○訪問相談
○同行支援
○日中活動の
体験利用

【終期】
○住居の確保等
○同行支援
○関係機関調整

○定期訪問による生活状況のモニタリング、
助言

○随時訪問、随時対応による相談援助
○近隣住民との関係構築など、インフォー
マルを含めた生活環境の整備

○居宅で単身等で生活する者との常時
の連絡体制の確保

○緊急訪問、緊急対応

退院・退所

通院、デイケア、訪問看護【精神科病院・入所施設】
相談支援事業者との連携による
地域移行に向けた支援の実施

日中活動、居宅サービス利用
日中活動の体験利用

【障害福祉サービス事業所】

住まいの場の支援
外泊・宿泊体験

【自宅､ｱﾊﾟｰﾄ､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等】

・事業の対象者
への周知

・意向の聴取等
・対象者選定

・相談支援事業
者へつなげる

市町村、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、障害福祉サービス事業所、障害者就業・生活支援センター 等

自立支援協議会によるネットワーク化

連携 連携

能動的なアプローチによる支援 受動的な支援

自立生活援助

地域定着支援

地域移行支援

（例１）

（例２）

（例３） 地域移行支援
１人暮らしの継続
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地域生活支援拠点等の機能強化について

地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について（令和６年３月29日障障発第0329第１号）

① 地域の連携体制の構築に係る業務例

・ 市町村担当者や各行政機関、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、基幹相談支援センターその他の関係機関（以下
       ｢拠点関係機関」という。）と日頃から情報連携や協議会の参画等を通じて連携体制を構築する。

・ 地域生活支援拠点等の機能を担う短期入所事業所や日中活動系サービス事業所、医療機関等と日頃から情報連携等を行い
ながら緊急受入体制の構築を図るとともに、地域生活支援拠点等の機能を担う関係機関の拡充を図る。

・ 障害者支援施設の地域移行等意向確認担当者や精神科病院の退院後生活環境相談員等との情報連携等を通じて地域移行に
係る連携体制を構築する。

② 障害福祉サービス等を利用していない対象者への支援に係る業務例

・ 平時からの相談として、行政機関（市町村障害者相談支援事業の受託事業所含む）等と連携して相談支援機関に繋げる、
 緊急時に備える等の相談業務を行う。

・ 緊急時には、行政機関等と連携して対応する（行政機関のほか、地域の実情に応じて必要な関係機関等と連携して支援。
 直接的な支援の実施も含む。）。

③ 障害福祉サービス等の利用者への個別支援に係る業務例

・ 平時からの相談として、基幹相談支援センターと連携して指定特定相談支援事業所等をバックアップする（相談支援専門
員が備える緊急時対応へのサポート等）。

・ 緊急時の対応として、指定特定相談支援事業所が、短期入所等の調整を実施する際に、対応する短期入所事業所や医療機
関等が見つからない等の時に相談に応じ、受入先を一緒に探す、対応方法を一緒に考える等、必要に応じてバックアップす

 る。

④ 障害者支援施設や精神科病院に入所・入院中の者への支援に係る業務例

・ 障害者支援施設の地域移行等意向確認担当者や精神科病院の退院後生活環境相談員等の職員と連携して、入所・入院中の
対象者の意向確認し、必要に応じて当該対象者への動機付け支援（面接・外出同行支援・体験宿泊支援・ピアサポート活動

 の活用等）を行う。

・ 地域生活への希望を表明した対象者に対して、地域移行支援事業者等の紹介など、地域移行に向けた支援に繋げる。

（１）拠点コーディネーターの配置 ～拠点コーディネーターの具体的な業務例について～
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地域生活支援拠点等の機能強化について

地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について（令和６年３月29日障障発第0329第１号）

拠点関係機関から構成されるネットワークの運営や機能の充実等の総合調整を図り、情報連携等を担うコーディネーター（以下「拠

点コーディネーター」という。）は、地域生活支援拠点等の機能を充実させるため、整備の主体である市町村とともに、効果的な支援

の連携体制を構築することを目的に配置する。

（１）拠点コーディネーターの配置

地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等を拡充することにより、地域の支援体制の強化を図る。

① 緊急時に備えた相談等を実施する相談支援事業所や日中活動系サービス事業所等

② 緊急時に支援を提供する短期入所事業所や訪問系サービス事業所等

③ 体験の場を提供する共同生活援助事業所や日中活動系サービス事業所等

④ その他地域生活支援拠点等の機能の充実に必要な関係機関

（２）地域生活支援拠点等の機能を担う機関の拡充について

障害特性に応じた支援を行える人材を確保・養成するための研修等の実施や、地域の連携体制を充実するための関係機関の会議の実施

等、地域生活支援拠点等の機能の充実に必要な事業を実施する。

① 地域の実情に合わせて専門的人材を育成する研修等の実施（都道府県で実施する研修等の活用も含む）

② 地域生活支援拠点等の検証・検討等を行う協議の場の実施や協議会、事業所の連絡会等を活用

③ その他地域生活支援拠点等の機能強化に必要な事項

（３）専門的人材の確保・養成等について

拠点の課長通知

で出している、

機能強化の３項目

を1枚のスライド

にして追加

【令和６年度新設】地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位／月

＊拠点コーディネーター1名につき100回／月を上限 （地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援）
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（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ）

地域移行に係る拠点コーディネーターの役割（例）

地域移行支援 自立生活援助 地域定着支援

【初期】
○計画作成
○訪問相談、
情報提供

【中期】
○訪問相談
○同行支援
○日中活動の
体験利用

【終期】
○住居の確保
  等
○同行支援
○関係機関
調整

○定期訪問による生活状況の
モニタリング、助言

○随時訪問、随時対応による
相談援助

○近隣住民との関係構築など、
インフォーマルを含めた生活
環境の整備

○居宅で単身等で生活する者
との常時の連絡体制の確保

○緊急訪問、緊急対応

退院・退所

（自立支援）協議会、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける協議の場 等

連携

30

拠点Coによる動機付け支援 等

【障害者支援施設や精神科病院等との連携体制の構築】

・ 障害者支援施設の地域移行等意向確認担当者や精神科病院の退院後生活環境相談員等との情報連携等を通じて地域移行に係る連携体制
   を構築する。

【相談支援事業所への繋ぎ】

・ 地域生活への希望を表明した対象者に
対して、地域移行支援事業者等の紹介

 など、地域移行に向けた支援に繋げる。

拠点コーディネーター

地域移行支援を
導入するまでが大事！
とされてきたが、
なかなかアプローチ
できなかった部分(>_<)

【動機付け支援】

・ 障害者支援施設や精神科病院の職員と
連携して、入所・入院中の対象者の意
向確認し、必要に応じて当該対象者へ
の動機付け支援（面接・外出同行支

 援・体験宿泊支援・ピアサポート活動
の活用等）を行う。
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「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要

○ 「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。

○ 都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。

○ 第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和８年３月31日に告示。

計画期間は令和９年４月～令和12年３月。

１．基本指針について

２．本指針の構成

31

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する

基本的事項

一 基本的理念

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方

三 相談支援に関する基本的考え方

四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

五 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための

生産性向上に関する基本的考え方 【新規】

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目

標（成果目標）

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

三 福祉施設から一般就労への移行等

四 障害児支援の提供体制の整備等

五 地域生活支援の充実

六 相談支援体制の充実・強化等

七 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための

生産性向上【新規】

八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第三 計画の作成に関する事項

一 計画の作成に関する基本的事項

二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関す

る事項

三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に

関する事項

四 その他

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所

支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等

一 障害者等に対する虐待の防止

二 意思決定支援の促進

三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進

四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

五 障害を理由とする差別の解消の推進

六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業

所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における

研修等の充実



①施設入所者の地域生活への移行
・地域移行者数：令和７年度末施設入所者数の６％以上

・施設入所者数：令和７年度末の５％以上削減

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数：

319.3日以上

・精神病床における１年以上入院患者数

・精神病床への30日以上の再入院率：退院後90日時点 10.3%以下、

退院後180日時点 17.4%以下、退院後365日時点 25.7%以下【新規】

・心のサポーター数：令和15年度末までに100万人以上 【新規】

・K６により住民のこころの状態を把握【新規】

③福祉施設から一般就労への移行等
・一般就労への移行者数：令和６年度実績の1.31倍以上

・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割

以上の事業所：就労移行支援事業所の５割以上

・就労定着支援事業の利用者数：令和６年度末実績の1.47倍以上

・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が７割以上となる就労

定着支援事業所の割合：２割５分以上

・協議会設置圏域ごとに就労選択支援事業所を設置。令和11年度の就労選択

支援利用者を82,000人以上【新規】

・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支

援体制を構築するため、協議会を活用して推進

④障害児支援の提供体制の整備等
・４つの中核機能を確保：各市町村又は圏域、インクルージョン推進のため

の協議の場の設置：各都道府県・各市町村又は圏域 【新規】

・難聴児支援を総合的に推進するための計画の策定：各都道府県、難聴児支

援の中核的機能を果たす体制及び新生児聴覚検査から療育等につなげる連

携体制の構築：各都道府県（必要に応じて政令市）

・主として重症心身障害児を支援する事業所又は重症心身障害児を受け入れ

る体制を整備した事業所の確保：各市町村又は圏域

④障害児支援の提供体制の整備等（続き）
・医療的ケア児等支援に関する協議の場・コーディネーターの配置：各都道

府県・各市町村又は圏域（都道府県の協議の場には医療的ケア児支援セン

ターが参画）

・障害児入所施設からの移行調整の協議の場の設置：各都道府県・政令市

・障害児等への伴走的な相談支援体制の構築及び連携体制の確保：各市町村

又は圏域【新規】

・強度行動障害の状態にある児に関する支援ニーズを把握及び支援体制の整

備：各都道府県（必要に応じて政令市）【新規】

⑤地域生活支援の充実
・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネー

ターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進

め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行

うこと

・強度行動障害の状態にある者に関し、各市町村又は圏域において支援ニー

ズを把握し、支援体制の整備を進めること

⑥相談支援体制の充実・強化等
・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等

・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等

・相談支援体制の地域診断を行った上で体制の強化を図ることにより、令和

11年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロとする【新規】

⑦障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための
生産性向上
・人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓口の設置 【新規】

・生産性向上等に向けた関係者の連携を図る協議会の設置 【新規】

・都道府県における相談支援専門員研修等の実施

⑧障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築

・各都道府県等の障害福祉サービス等情報公表制度における管内事業所の公

表率及び更新率（毎年度１回）を100%とする【新規】

４．成果目標（計画期間が終了する令和11年度末の目標）
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＊「厚生労働省 地域生活支援拠点等」で検索してもOK

厚生労働科学研究成果データベース https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/169735

「地域生活支援拠点等におけるコーディネーターに求められる役割や業務等の明確化のための研究」
・ 拠点コーディネーターガイドブック ・ コーディネーターの配置状況等アンケート調査
・ 地域生活支援拠点等好事例集

障害者総合福祉推進事業 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001321743.pdf

「市町村や都道府県における地域生活支援拠点等の整備や機能の充実に係る調査研究（令和5年度）」
・ 地域生活支援拠点等の好事例集
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地域生活支援拠点等に関連した通知や調査研究の成果物等について

厚生労働省HP＞テーマ別に探す→障害福祉＞施策情報＞地域生活支援拠点等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001321743.pdf


◆ 実施主体：国（民間事業者への委託可）

３ 実施主体等

・ 国において、各自治体における相談支援の体制整備等の状況（基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等の設置・整備
状況、（自立支援）協議会の運営状況等）について調査を実施し、現状及び課題について詳細に分析・把握。

・ 当該調査結果により把握した地域の体制整備の状況も踏まえ、基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等をはじめと
する地域の相談支援体制等の強化や（自立支援）協議会の効果的な運営のため、
国と自治体の間で意見交換等を実施するためのブロック会議や市町村との意見交換会等を開催する。
※ 令和８年度まで３年間の時限的な実施を想定

２ 事業の概要・スキーム

障害者総合支援法の改正により、令和６年４月１日から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力
義務となり、（自立支援）協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われた。
当該法改正を踏まえ、第７期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、基幹相談支援センター等の設置・整備等について盛り込ま

れたところであり、市町村における基幹相談支援センター等の全市町村における設置・整備及び協議会の効果的な運営に向けて、国が主
導的な立場で各自治体に対して支援を図るもの。

１ 事業の目的

障害者地域生活支援体制整備事業費（都道府県とのブロック会議等の開催）

令和８年度当初予算  11百万円（11百万円）※（）内は前年度予算額

都道府県
市区町村事 業 者

調査実施

調査回答

厚 生 労 働 省

調査委
託

結果報告

全国へ情報共有

都道府県
市区町村事 業 者

厚 生 労 働 省

会議運営
委託

・・・

ブロック毎に会議開催
各自治体と意見交換を実施

調査の分析結果も踏まえ・・・

都道府県
市区町村
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本人も家族も安心できる地域生活 本人の希望に応じた精神科病院から地域生活への移行

障害当事者

行政機関（障害福祉・高齢・保健等）・医療等の関係機関 （自立支援）協議会等の協議の場

↑ 連携 ↓

地域生活支援拠点等の主な機能

拠点コーディネーター

緊急時に備えた相談

緊急時の対応

↑ 連携 ↓

緊急時対応加算

自立生活援助

地域定着支援

緊急時対応加算

緊急時対応加算

地域移行支援 宿泊体験・体験利用加算

＊図内の枠色について

既存の障害福祉報酬での取組

R６障害福祉サービス等報酬改定

在 宅

共同生活援助（グループホーム）

一人暮らし支援

集中支援加算

短期入所 拠点登録の加算 緊急時対応加算

居宅介護・重度訪問支援・同行援護・行動援護 等 緊急時対応加算

自立訓練・就労支援系・生活介護 等
＊宿泊型自立訓練 →

緊急時対応加算体験利用支援加算

地域移行の推進

（体験の機会・場の確保等）

計画相談支援

障害当事者

障害当事者

基幹相談支援センター・（市町村）障害者相談支援事業

退院後 退院支援 入院直後

＊障害福祉サービス等報酬の一部抜粋

精神科病院

各機関とも連携して
意思決定支援を行う

計画相談支援
（機能強化型Ⅰ又はⅡ）

地域移行支援
自立生活援助

退院後生活環境相談員等
病棟の支援チーム

精神科病院からの地域移行に向けた取組の全体像（イメージ）

地域定着支援
拠点コーディネーターの配置

報酬の見直し等
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診療報酬上

の評価精神障害者地域移行特別加算 地域生活移行個別支援特別加算

強度行動障害
対応強化

地域生活移行個別支援特別加算精神障害者地域移行特別加算

＊金川作成スライド

外来・往診・訪問看護等、医療機関



令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価

地域生活入院中 ～ 退院入院初期

精神科病院・診療所

（入院前 ～ ）

行政

（新）精神科入退院支援加算

（新）精神科地域包括ケア病棟入院料（通算180日）
（新）自宅等移行初期加算（通算90日）

（見直し）精神科在宅医療の推進に向けた評価の充実
⚫ 精神科在宅患者支援管理料の対象患者を拡大
（精神科地域包括ケア病棟からの退院患者等を追加）
⚫ 在宅精神療法にも療養生活継続支援加算を設ける 等

行政 障害福祉サービス
等事業所

訪問看護
ステーション

自宅等への移行

➢ 自宅等移行率

（新規患者）6月以内に７割

➢ 直近１年間の入院期間を通算

○ 入退院支援部門の設置
○ 入院早期からの退院支援（計画、会議）

地域生活に向け
た支援が必要な
回復期患者の
受入れ

○ 自宅等から入院

○ 他の精神病床から

転院・転棟

（見直し）
地域移行機能強化
病棟入院料

⚫ 届出期限の延長
⚫ 要件見直し

機能集約

精神科回復期医療
➢ 多職種含め13対１の人員配置

➢ 地域定着も含めた退院支援

精神科在宅医療の提供
➢ 在宅医療、訪問看護等の提供実績

かかりつけ精神科医機能
➢ 地域の精神科医療提供体制への貢献

➢ 時間外診療、精神科救急医療の提供

◆ 退院後の生活を見据えた支援
◆ 関係機関との日常的な連携を推進

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進

【経過措置】
（※１）令和７年５月31日まで
（※２）令和７年９月30日まで

（※２）

（※１）

（※１） （その他）データ提出加算の届出（※2）

◆病状等に応じて再入院を含め柔軟に入退院を運用
◆退院後は、在宅医療、情報通信機器を用いた精神療法、
時間外診療等を活用し、地域生活を支え、不安定な症
状等にもできる限り入院外で対応

⇒ 地域平均生活日数の向上

◆地域に貢献する精神科医・医療機関におけるかかりつけ精神科医機能を評価
◆手厚い診療に重点を置いた評価体系へ見直しつつ、早期介入、トラウマ支援、児童思春
期の患者に対する診療等、多職種の専門的知見を活用した質の高い診療・支援を評価

◆包括的支援マネジメント、在宅医療を推進し、生活や病状に応じた地域生活支援を充実

精神科病院・
診療所

【通院・在宅精神療法】
（見直し）

60分以上の充実
30分未満の適正化

療養生活継続支援加算の充実
（新）

早期診療体制充実加算
児童思春期支援指導加算

心理支援加算
情報通信機器を用いた場合

外来医療等

精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援（イメージ）
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令和６年度診療報酬改定の概要
（令和６年３月５日版）



精神科入退院支援加算の新設

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－③

➢ 精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を
行った場合の評価を新設する。

➢ 精神科措置入院退院支援加算について、精神科入退院支援加算の注加算として統合する。

（新） 精神科入退院支援加算 1,000点（退院時１回）
（新） 注２ 精神科措置入院退院支援加算 300点（退院時１回）

［算定要件］（概要）
（１）原則として入院後７日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。
（２）退院困難な要因を有する患者について、原則として７日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、

関係職種と連携し、入院後７日以内に退院支援計画の作成に着手する。
（３）退院支援計画の作成に当たっては、入院後７日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護

師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
（４）当該患者について、概ね３月に１回の頻度でカンファレンスを実施し、支援計画の見直しを適宜行う。なお、医療保護入院の者に

ついて、精神保健福祉法第33条第６項第２号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。

［施設基準］（概要）
（１）当該保険医療機関内に入退院支援部門が設置されていること。
（２）当該入退院支援部門に専従の看護師及び専任の精神保健福祉士又は専従の精神保健福祉士及び専任の看護師が配置されていること。
（３）入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、各病棟に専任で配置されていること。

（４）次のア又はイを満たすこと。
ア 以下の（イ）から（ホ）に掲げる、転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い連携する機関の数の合計が10以上であ

ること。ただし、（イ）から（ホ）までのうち少なくとも３つ以上との連携を有していること。
（イ）他の保険医療機関
（ロ）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等事業者
（ハ）児童福祉支援法に基づく障害児相談支援事業所等
（ニ）介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者又は施設サービス事業者
（ホ）精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署

イ 直近１年間に、地域移行支援を利用し退院した患者又は自立生活援助若しくは地域定着支援の利用に係る申請手続きを入院中に
行った患者の数の合計が５人以上であること。

※精神科措置入院退院支援加算の要件については、現行と同様。 37
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自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援の充実

○ 利用者の支援の必要性に応じて、おおむね週１回を超えて訪問に
よる支援を集中的に実施した事業所に対する加算を新設する。

③ 集中的な支援の評価（自立生活援助）

① 対象者の明確化（自立生活援助、地域定着支援）

○ 同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、サービスが
利用できる対象者を明確化する。

② 基本報酬の見直し（自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援）

○ 障害者の地域移行の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
○ 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月１回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の
方法を弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。

④ サービス提供体制の推進（自立生活援助）

○ 併設する相談支援事業所において、地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活援助事業所のサービス管理責
任者とみなすことができるよう、人員基準を見直す。

○ サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を60：１とする。
○ 多様な事業主体の参入を促す観点から、現行、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。

【新設】集中支援加算 500単位／月

＊自立生活援助サービス費(Ⅰ)において、月6回以上の訪問による支援を実施し

た場合に加算

自立生活援助 【現 行】 自立生活援助サービス費（Ⅰ）1,558単位／月（30人未満） 1,090単位／月（30人以上）

自立生活援助サービス費（Ⅱ）1,166単位／月（30人未満） 817単位／月（30人以上）

【見直し後】 自立生活援助サービス費（Ⅰ）1,566単位／月（30人未満） 1,095単位／月（30人以上）

自立生活援助サービス費（Ⅱ）1,172単位／月（30人未満） 821単位／月（30人以上）

【新 設】 自立生活援助サービス費（Ⅲ） 700単位／月 ＊居宅への訪問とテレビ電話等を活用した支援をそれぞれ月1回ずつ以上で算定

地域移行支援 【現 行】 地域移行支援サービス費（Ⅰ）3,504単位／月 （Ⅱ）3,062単位／月、 （Ⅲ）2,349単位／月

【見直し後】 地域移行支援サービス費（Ⅰ）3,613単位／月 （Ⅱ）3,157単位／月 （Ⅲ）2,422単位／月

地域定着支援 【現 行】・体制確保費 306単位／月 緊急時支援費（Ⅰ）712単位／日 緊急時支援費（Ⅱ）95単位／日

【見直し後】・体制確保費 315単位／月 緊急時支援費（Ⅰ）734単位／日 緊急時支援費（Ⅱ）98単位／日

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅱ）

【新設】
自立生活援助

（Ⅲ）

【新設】
集中支援加算

地域定着支援
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障害種別ごと・サービス種類ごとの利用者数の推移

※国保連データから作成。各年度10月の利用者数。（平成25年については、共同生活介護の利用者は含まれない。）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度

平
成
２
７
年
度

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

身体障害者

就Ｂ居宅介護

生活介護

（人）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度

平
成
２
７
年
度

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

知的障害者

就Ｂ

ＧＨ

生活介護

（人）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度

平
成
２
７
年
度

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

精神障害者

ＧＨ

居宅介護

（人）

就Ｂ

4/7 更新

障害児版も入れるか要相談

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第55回（R8.4.28） 資料４



1,377 
1,517 

1,401 
1,246 

738 
887 1,041 1,084 

0

1,000

2,000

1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

１．大家・要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境（円滑な民間賃貸契約）の整備
２．居住支援法人等を活用し、入居中サポートを行う賃貸住宅の供給を促進
３. 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

○ 単身世帯の増加※、持家率の低下等により要配慮者の

賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが高まることが

想定される。
※ 単身高齢者世帯は、2030年に900万世帯に迫る見通し。

○ 単身高齢者などの要配慮者に対しては、大家の拒否感が

大きい。これは、孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後

の課題への不安が背景にある。他方、民間賃貸住宅の

空き室※は一定数存在。
※ 全国の空き家 約900万戸、うち賃貸用は約443万戸

（2023年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（速報集計））

○ 改正住宅セーフティネット法(平成29年)施行後、

全国で800を超える居住支援法人※が指定され、地域の

居住支援の担い手は着実に増加。
※ 要配慮者の入居支援（物件の紹介等）、入居後の見守りや

相談等を行う法人（都道府県知事指定）

背景・必要性
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単身
高齢者
世帯

【要配慮者に対する大家の入居拒否感】

入居中

入居前

退居時
（死亡時）

高齢者の入居拒否の理由は、居室内
での死亡事故等への不安が約 9 割

見守り、入居後の課題の相談を求め
る大家も多い

【単身世帯数の推移】

ひとり親世帯

低額所得者

障害者

高齢者

約２割

約５割

約７割

約７割

（年）
※2025年以降は推計

（万世帯）

65歳以上世帯
15-64歳世帯

住宅セーフティネット制度の見直しの背景・必要性

※「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律」の公布時点の資料



○ 終身建物賃貸借（※）の利用促進
※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、

死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借

・ 終身建物賃貸借の認可手続を簡素化
（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）

○ 居住支援法人による残置物処理の推進

・ 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、
居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく
残置物処理を追加

○ 家賃債務保証業者の認定制度の創設

・ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者（認定保証業者）
を国土交通大臣が認定

⇒ (独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による
要配慮者への保証リスクの低減

○ 居住サポート住宅による大家の不安軽減（２．参照）

○ 居住サポート住宅（※）の認定制度の創設
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」

・ 居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、
安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅
（居住サポート住宅）の供給を促進
（市区町村長（福祉事務所設置）等が認定）

⇒ 生活保護受給者が入居する場合、
住宅扶助費（家賃）について代理納付（※）を原則化

※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、
特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う

⇒ 入居する要配慮者は認定保証業者（1.参照）が家賃債務保証
を原則引受け

1． 大家が賃貸住宅を提供しやすく、
要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

○ 市区町村による居住支援協議会（※）設置を促進（努力義務化）し、住まいに関する
相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した
地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

３．住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

２．居住支援法人等が入居中サポートを行う
賃貸住宅の供給促進

【住宅セーフティネット法】

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅
管理業者、家主等）

居住支援法人
福祉関係団体

（社会福祉法人等）

要配慮者

訪問等による
見守り

福祉サービス

（例）
困窮者自立支援、
介護等

福祉サービス
へのつなぎ

ICT等による安否確認
(例)人感センサー

居住支援法人等

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

【住宅セーフティネット法】

＜居住サポート住宅のイメージ＞

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）等の一部を改正する法律
［令和6年5月30日成立、同年6月5日公布、令和7年10月1日施行］
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住宅セーフティネット制度
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
【公布：令和６年６月５日 施行：令和７年10月１日】

賃
貸
人

登
録
・
認
定

家
賃
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務
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証
業
者

要
配
慮
者

入居

都道府県等登録 情報提供

家賃・家賃債務保証料等の低廉化
【賃貸人等への支援】

・改修費補助

（国の直接補助あり）

・改修費融資

（住宅金融支援機構）

・家賃低廉化補助

・住替え補助

【保証会社等への支援】

・家賃債務保証料等

低廉化補助

・家賃債務保証保険

（住宅金融支援機構）

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

立
上
げ
等
に
対
す
る
支
援

国と地方公共団体等
による支援

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
（セーフティネット登録住宅）の登録制度

経済的支援
地域の居住支援体制の整備

（地方公共団体が設置する居住支援協議会の活用）

登録基準

・床面積が原則18㎡以上* ・耐震性を有すること 等

居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅
（居住サポート住宅）の認定制度

居住支援法人

入
居
支
援
等

＊地方公共団体による強化・緩和が可能 ＊新築住宅は原則25㎡以上

賃
貸
人

要
配
慮
者

入居

福祉事務所
設置自治体

申請 情報提供

家賃・家賃債務保証料等の低廉化

認定基準

・床面積が原則18㎡以上* ・耐震性を有すること

・安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎの内容 等

居
住
支
援
法
人
等

・賃貸人に対する情報提供

・要配慮者に対する情報提供や

入居中支援※

・残置物処理 等

認定

登
録
・
認
定

家
賃
債
務
保
証
業
者

（既存住宅）

（安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等）

＊地方公共団体による強化・緩和が可能 ＊新築住宅は原則25㎡以上

（既存住宅）

入居中サポート ※生活困窮者自立支援制度における地域居住支援
事業等、自治体が実施する福祉事業を活用した
支援も可能

※セーフティネット登録住宅・居住サポート住宅の供給にあたっては、公営住宅等の公的賃貸住宅の活用も考えられる

賃貸住宅供給促進計画
都道府県
市町村

国土交通大臣及び厚生労働
大臣が定める基本的な方針国
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【ポイント】

●セーフティネット登録住宅 登録戸数：960,737戸 ●居住支援法人の指定数：1,167法人 ●居住支援協議会の設立：184協議会（47都道府県149市区町村）
●居住サポート住宅 認定戸数：261戸（R8年5月11日時点） （R８年３月末時点）



居住支援協議会は、地域の居住支援
体制の整備を進める「つながりの場」

・「地域の居住支援体制」とは、「居住支援」に関

する課題について、必要なときに関係機関・団

体等と連絡・相談し、互いの得意分野・専門分野

を活用することで、適切な支援と課題の解決を

円滑に進めることができる仕組みである。

・このため「居住支援協議会」は、関係機関・団体

等が継続的に連携・協働しながら地域の資源を

つなぎ、総合的・包括的な地域の居住支援体制

の整備を進める「つながりの場」と言える。

見守りの
仕組み

物件確保の仕組み
住民が相談しやすい環境

公営住宅の
あり方を見直し

リスク分散の
仕組み

空き家の利活用

関係機関の
ネットワーク

支援者の
スキルアップ

支え合える
地域

等々・・・
様々な地域資源が必要

地域の
居住支援体制

居住支援協議会

地域の居住支援体制の整備を進める「つながりの場」
＝

市区町村による居住支援協議
会※設置を促進（努力義務化）
し、住まいに関する相談窓口か
ら入居前・入居中・退居時の支
援まで、住宅と福祉の関係者
が連携した地域における総合
的・包括的な居住支援体制の
整備を推進。

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅
管理業者、家主等）

居住支援法人
社会福祉協議会
福祉関係団体

居住支援協議会

（改正後）
構成員として明確化

（改正後）
居住支援協議会との
相互連携の明確化

生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
地域ケア会議（高齢者）

（自立支援）協議会（障害者）
社会福祉法に基づく支援会議

地域住宅協議会（公的賃貸住宅）

連携

（改正後）
地方公共団体における設置
の努力義務化

【現在（R８.３末）の居住支援協議会設置状況】
184協議会（全都道府県、14９市区町村）

※ 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、
居住支援法人、不動産関係団体、福祉関
係団体等を構成員とした会議体

※ 令和７年３月に協議会設立の手引きを改定
※ 準備段階から地域の関係者で話し合いつつ

段階的に進めることが重要

国土交通省と厚生労働省の共管

国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

市区町村による居住支援協議会設置の促進 （国土交通省・厚生労
働省が共同して推進）

住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

【住宅セーフティネット法】
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居住サポート住宅の概要
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居住支援法人等※が大家と連携し、
①日常の安否確認、 ②訪問等による見守り
③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅（居住サポート住宅）を創設

大家

連携

居住支援法人等

※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、
居住支援法人以外でも可能

日常のサポート

入居する要配慮者の生活や心身の
状況が不安定になったとき

③福祉サービス
につなぐ

要配慮者

①ICT等による
安否確認

②訪問等による見守り

つなぐ福祉サービス（例）

・自立相談
支援機関

・福祉事務所
・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用

高齢者福祉
 の相談窓口

・福祉事務所
・母子家庭等
  就業・自立
  支援センター

・母子・父子自立支援員
  による相談、助言
・こどもの生活指導や

学習支援

・居宅介護、自立生活援助
・就労支援 等

障害者福祉
の相談窓口

・ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の

特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

※課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合

自立相談支援機関にて受け止め

居住サポート住宅

・市区町村長（福祉事務所設置）
等が国土交通省・厚生労働省の
共同省令に基づき、計画を認定

・入居する要配慮者については認
定保証業者が家賃債務保証を原
則引受け

・入居者が生活保護受給者の場
合、住宅扶助費（家賃）について
代理納付を原則化

・改修費、家賃低廉化等の補助

供給体制等

手続

特例

支援

要配慮者の生活安定のため
住宅提供や福祉へのつなぎを

スムーズに行いたい

居住支援法人等が
サポートを行うことで
要配慮者に
住宅を供給

孤独死、残置物、家賃滞納、
近隣住民とのトラブル・・・、

いろいろと心配。
安心して空室を貸し出したい

国土交通省と厚生労働省の共管

高齢者

ひとり親

障害者

生活にお困りの方
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令和７年度におこなった基幹相談支援センター・地域生
活支援拠点等・協議会の行政説明資料のフルバージョン
は、左記のHPで見ることが出来ます。

市町村向けオンライン研修
を実施しています。

＊「厚生労働省 障害者地域生活支援体制整備事業」で検索も可 ＊山口作成スライド
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